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はじめに 
 

 当センターが加盟している国際的な流通標準化推進機関のＧＳ１では、国際標準の企業・事業

所識別のためのコードを 13 桁で表示する「ＧＬＮ」（Global Location Number）を、1995 年に

制定しました。わが国においても、1997 年に「ＧＬＮ」の利用が開始されました。 

このＧＬＮは、国内および国際的な企業間取引において、相互に企業や事業所などを唯一に識

別できるコードとして、国際的な流通情報システムの仕組の中で、事業所識別利用するためのコ

ード体系となっています。 

 ＧＬＮをご利用の事業者におかれましては、今後、この「ＧＬＮ利用の手引き」に従って、Ｇ

ＬＮをご使用くださるようお願い申し上げます。 

  

2012 年 4 月 

一般財団法人 流通システム開発センター 

 

 

 

 

 

 

本冊子はＧＳ１事業者コード（ＪＡＮ企業コード）をＧＬＮとして使用する際の使用規則です。 

 

● ＧＬＮとは国内および国際的な企業間取引において、相互に事業者や事業所などを唯一に 

識別できる１３桁のコードです。 

● ＧＬＮを登録設定するには、一般財団法人流通システム開発センターからＧＳ１事業者コ

ード（ＪＡＮ企業コード）の貸与を受けることが必要です。 

● ＧＳ１事業者コード（ＪＡＮ企業コード）をＧＬＮとして使用する場合は、貸与規約およ

び本冊子が定める「ＧＬＮ利用の手引き」に従って使用しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＧＬＮ専用企業コード登録事業者は別冊「ＧＬＮ専用企業コード利用の手引き」をお読み下さい。



          
                                  GLN 利用の手引き 

 

目   次 
  1. ＧＬＮとは                                                              

1-1 ＧＬＮとは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 

1-2 ＧＬＮの特長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 

1-3 ＧＬＮ制定の背景 ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・  2 

1-4 ＧＬＮのコード体系 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3 

  2. ＧＬＮの主な利用分野                                                        

 2-1 ＥＤＩ（企業間電子データ交換） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

 2-2  物流情報システム  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  4 

2-3  履歴情報遡及システム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

2-4 マスタデータ同期化システム（ＧＤＳ） ・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

 3. ＧＬＮの利用方法                                

3-1 ＧＬＮの登録設定手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

3-2 ＧＬＮの設定規則  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

3-2-1 ＧＬＮ企業コード貸与管理基準  ・・・・・・・・・・・・・・・・・  7 

 3-2-2  ロケーションコード設定管理基準  ・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 

3-3 チェックデジットの計算方法  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

3-4 ＧＬＮデータベースの登録  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 

3-4-1 ＧＬＮデータベースの登録  ・・・・・・・・・・・・・・・・・  14 

 3-4-2  ＧＬＮデータベース登録事項の公開 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 

3-4-1 ＧＬＮデータベースの変更、削除 ・・・・・・・・・・・・・・・・  14 

本書における用語の解説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  15 

 



    

Ｇ

1-1 

ＧＬ

互に事

国際

事業所

 

 

 

1-2 

1）

2）

3）

4）

5）

6）

     

ＬＮと

ＧＬＮと

ＬＮは、G
．
lob

事業者や事業

際的な流通標

所コードです

ＧＬＮの

 法人組織、

 140 ヵ国以

 非営利組織

 グローバル

 データの完

 各企業、各

合、コード

     

は 

とは 

bal L
．
ocation

業所などを唯

標準化推進機

す。 

の特長 

物理的なロ

以上をカバー

織が管理しま

ルでユニーク

完全性のため

各業界で設定

ド変換が最小

     

n N
．

umber の

唯一に識別で

機関であるＧ

ロケーション

ーするＧＳ１

ます。 

クに識別され

めにチェック

定された個別

小化され、全

1   
     

 

の略称で、国

できるコード

ＧＳ１（ジー

 

 

ンなどの識別

ネットワー

れる数値 13 桁

クデジットを

別のコードで

全体効率の向

     
     

国内および国

です。 

ーエスワン）

別を可能にし

クでサポー

桁のデータ構

を含んでいま

での企業間取

上が期待で

  
     

国際的な企業

が推進する

ます。 

トされる国際

構造を持ちま

す。 

引に比べ、

きます。 

GLN 利用の

業間取引にお

国際標準の事

際標準コー

ます。 

ＧＬＮを使用

の手引き 

いて、相

事業者・

 

ドです。 

用した場



2          
                                  GLN 利用の手引き 

 

1-3 ＧＬＮ制定の背景 

   多くの企業では営業活動や物流活動などを行う場合、自社で得意先や商品の保管場所など

をコードによって指定し、業務を遂行しています。社内業務だけのことを考えればこれで十

分なのですが、得意先や仕入先との企業間取引においては、得意先から納入する場所のコー

ドを指定されたり、代金決済の場合には決済用にコードを指定される場合が多く見受けられ

ます。これらの取引先コードを社内業務に取込む際には、取引先コードから自社コードへの

変換テーブルを作成することが必要になり、取引先の多い企業においては、コードの変換に

かかるコストが大きくなっています。 

また、現状の企業間取引においては、企業ごと業界ごとに独自に定めた取引先コードが制

定され利用されています。 

 

 

 

 

ＧＬＮは、製造業、卸売業、小売業はもちろんのこと、サービス業など、消費財業界や隣

接する様々な業界を対象にしたグローバルなレベルでロケーションコードを標準化したイン

フラです。ＧＬＮは、ＧＬＮのＧＳ１事業者コード（ＪＡＮ企業コード）の貸与を受けた事

業者が自らの本社、支店、営業所、店舗、工場、物流センターといった物理的な場所の特定

のほか、代金決済などにおいては部門などの組織的な特定を行い、世界で唯一無二のロケー

ションを表すことができます。ＧＬＮが多くの業界や企業で利用されることにより、各社が

個別に利用していた取引先コードはＧＬＮに統一化され、ＧＬＮと社内コードの変換のみで

システムを構築できるようになり、これまでのコード変換にかかるコストを大幅に削減する

ことが期待できます。 

このような認識から当センターは、1997 年、ＧＳ１が推進しているＧＬＮの採用を決定し、

1999 年 5 月よりＧＬＮの仕組みが始まりました。 
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1-4 ＧＬＮのコード体系 

ＧＬＮは、「ＧＳ１事業者コード（ＪＡＮ企業コード）」+「ロケーションコード」+「チェッ

クデジット」の 13 桁で構成されます。 

 

ＧＳ１事業者コード（ＪＡＮ企業コード）とは、事業者（法人企業、団体、行政機関、個人

事業者など）を表す部分です。ＧＬＮを利用する事業者は、当センターにＧＳ１事業者コード

（ＪＡＮ企業コード）を申請して貸与を受ける必要があります。 

 

 ロケーションコードは、ＥＤＩ（企業間電子データ交換）上で識別を必要とされる事業者の

本社、支社、支店、営業所、店舗等の場所やコンピュータのアクセスポイントなどを表します。

企業コードを登録した事業者自らが、企業間取引で識別する必要のある単位で設定するコード

です。 

（例 1）法人組織の例：製造業、卸売業、小売業、物流業、サービス業、データベース業などの事 

業者や、受注担当部署、発注担当部署、請求担当部署、支払担当部署など 

    の組織 

（例 2） 物理的なロケーションの例：物流／配送センター、冷凍倉庫、専用センター、店舗など 

 

チェックデジットとは、コンピュータシステムによる読み誤りを防ぐための数値です。ＧＬ

Ｎのチェックデジットは、ＪＡＮコードのチェックデジットと同様、モジュラス 10、ウェイト

3.1 の計算式により算出します（Ｐ18 参照） 。 

 

 

1）ＧＳ１事業者コード（ＪＡＮ企業コード）：7桁を使用したＧＬＮ 

 

 

 

 

2）ＧＳ１事業者コード（ＪＡＮ企業コード）：9桁を使用したＧＬＮ 

 

 

 

 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7     L1 L2 L3 L4 L5   C/D 
ＧＳ１事業者コード（ＪＡＮ企業コード）   ﾛｹｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ   ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ 

（7 桁）         （5 桁）    （1 桁） 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9     L1 L2 L3   C/D 
ＧＳ１事業者コード（ＪＡＮ企業コード）   ﾛｹｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ 

（9 桁）          （3 桁）   （1 桁） 
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 ＧＬＮの主な利用分野 

2-1 ＥＤＩ（企業間電子データ交換） 

受発注、物流、決済などの企業間電子取引では、全ての関係取引先企業やロケーションを識

別するためにＧＬＮを用います。送信先など企業のネットワーク・アクセス・ポイントもＧＬ

Ｎで識別できます。 

ＥＤＩメッセージにおける主なＧＬＮの利用コードの例 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば、近年経済産業省がＥＤＩの効率化、高度化、全体最適化を目的として制定した流通

システム標準「流通ＢＭＳ」で使用します。 

2-2 物流情報システム 

店コード／取引先コードとしてＧＬＮを使用したＳＣＭラベルを活用した検品システムによ

り、入荷検品業務の簡素化・効率化、納品書の削減などのペーパーレス化が期待できます。 

出荷先としてＧＬＮを使用したＳＣＭラベルを活用した検品システムの例 

 

（注）ＳＣＭラベルを活用した検品システムについて詳細は、当センター発行の「ＡＳＮと 

ＳＣＭラベルによる新検品システム（バージョンⅡ）」を参照してください。 

○全メッセージ共通 

  － 発注企業コード   －発注事業所コード   － 発注企業担当部署コード   

－ 受注企業コード   －受注事業所コード   － 受注企業担当部署コード   

○商品マスター情報メッセージ 

－ 生産企業コード 

－ 生産工場コード 

 ○発注データメッセージ、入荷予定データ伝票メッセージ、入荷予定データ梱包メッセージ

－ 納品先コード    － 商品出荷場所コード 

 ○検品受領データメッセージ、受領仕入れ計上メッセージ 

 － 納品先コード    － 支払企業コード 

 ○支払い案内データメッセージ 

  － 請求企業コード   － 請求企業担当部署コード 

－ 支払企業コード   － 支払企業担当部署コード 

－ 納品先コード 
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2-3 履歴情報遡及システム 

現品表示情報をもとに、原材料メーカーへ履歴情報を問合せ、原材料メーカーは現品表示情

報に紐付けられている管理データ等をもとに履歴情報を回答する履歴情報遡及システムにおい

ては、商品コードとして、ＧＴＩＮ、工場コードとして、ＧＬＮを使用します。 

履歴情報遡及システムの例 

 

（注）履歴情報遡及システムについて詳細は、当センター発行の「原材料メーカー・加工食

品メーカー間 原材料入出荷・履歴情報遡及システムガイドライン－トレーサビリテ

ィ実現のために－」を参照してください。 

 

2-4 マスターデータ同期化システム（ＧＤＳ） 

取引に必要な商品や企業・事業所に関するマスタ情報のデータ項目や伝達手段を標準化し、

取引企業間で効率的に同期をとるマスタデータ同期化システムでは、情報の提供者や、情報の

要求者などを識別するのにＧＬＮを使用します。 

マスタデータ同期化システムの概要 

 

 （注）マスタデータ同期化システムについて詳細は、当センターホームページの「流通シ

ステム化に関する研究開発」を参照してください。
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ＧＬＮの利用方法 

3-1 ＧＬＮの設定手順 

ＧＬＮを利用する事業者は、以下の手順に従って『ＧＳ１事業者コード（ＪＡＮ企業コード）』

の貸与を受け、ＧＬＮ（13 桁）を設定してください。 

ＧＬＮの設定手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＧＬＮ設定にあたっての注意点】 

① 複数のＧＳ１事業者コード（ＪＡＮ企業コード）がある場合、いずれか一つを選んでＧＬ

Ｎに使用してください。 

② 短縮タイプのＧＳ１事業者コード（ＪＡＮ企業コード）はＧＬＮに使用することができま

せん。 

【ＧＳ１事業者コード（ＪＡＮ企業コード）】を登録していますか？ 

＜ＧＳ１事業者コード（ＪＡＮ企業コード）＞

の登録申請手続きを行ってください 

（TEL:03-5414-8511） 

【ロケーションコード】を設定してください。 

(P13～17 参照) 

【チェックデジット】を計算してください。 

(Ｐ18 参照) 

ＧＬＮ(13 桁)を取引先へ連絡してください。 

No Yes 

ＧＬＮ(13 桁)をＧＬＮデータベースへ登録してください（登録料無料）

「ＧＬＮデータベース登録申請システムガイド」参照 

http://www.dsri.jp/code/gln/guide.htm 
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3-2 ＧＬＮの設定規則 

3-2-1 ＧＬＮの事業者コード貸与管理基準 

（1）ＧＬＮの事業者コードの貸与に関する基準 

①当センターはＧＬＮを利用する事業者からの登録申請を受け、事業者単位（法人企業、

団体、行政機関、個人）にＧＳ１事業者コード（ＪＡＮ企業コード）（７桁・９桁）を

貸与します。 

②「ＧＳ１事業者コード（ＪＡＮ企業コード）」を貸与された事業者は、当センターが定め

るＧＳ１事業者コード（ＪＡＮ企業コード）の貸与規約および本冊子の「ＧＬＮ利用の

手引き」に記載された事項を守って、ＧＬＮを利用します。貸与規約については当セン

ターＨＰでご確認下さい。 

 

1）ＧＳ１事業者コード（ＪＡＮ企業コード）：7 桁を使用したＧＬＮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2）ＧＳ１事業者コード（ＪＡＮ企業コード）：9 桁を使用したＧＬＮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7       L1 L2 L3 L4 L5   C/D 

GS!事業者ｺｰﾄﾞ(JAN企業ｺｰﾄﾞ) +   ﾛｹｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ + ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ

         (7桁)                (5桁)       (1桁) 
   (当ｾﾝﾀｰが貸与)    (登録事業者が設定)  

GS!事業者ｺｰ ﾄ ﾞ (JAN企業ｺｰ

ﾄﾞ)：7桁の貸与ｴﾘｱ 

49XXXXX 
450XXXX～455XXXX 

ﾛｹｰｼｮﾝｺｰﾄﾞの設定ｴﾘｱ 

00000 
～ 

99999 

C/D

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9     L1 L2 L3    C/D 

GS!事業者ｺｰﾄﾞ(JAN企業ｺｰﾄﾞ)   + ﾛｹｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ+ ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ 
         (9桁)                 (3桁)     (1桁) 
   (当ｾﾝﾀｰが貸与)    (登録事業者が設定) 

GS!事業者ｺｰ ﾄ ﾞ (JAN企業ｺｰ

ﾄﾞ)：9桁の貸与ｴﾘｱ 

 456XXXXXX ～ 
458XXXXXX 

ﾛｹｰｼｮﾝｺｰﾄﾞの設定ｴﾘｱ 

000 
～ 

999 

C/D
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 (2) ＧＬＮの事業者コード使用に関する基準 

①  既にＧＳ１事業者コード（ＪＡＮ企業コード）の貸与を受けている事業者は、これを

ＧＬＮに使用することができます。 

②  複数のＧＳ１事業者コード（ＪＡＮ企業コード）の貸与を受けている事業者は、その

中からＧＬＮに使用するコードを決めて使用してください。 

 

3-2-2 ロケーションコード設定管理基準 

  ロケーションコードは、ＧＬＮの事業者コードの貸与を受けた事業者が、各ロケーションコ

ードの桁数の範囲内で、以下の基準に従って設定してください。 

したがって、取引先企業や納入企業に対して独自の設定基準を、指定することはできません。 

 

(1) ロケーションコード設定の一般基準 

① ロケーションコードは、ＧＬＮの事業者コードの貸与を受けた事業者の責任で設定を

行い、関係取引先へ連絡およびＧＬＮデータベースへ登録し、相互にシステム運用で

きるようにしてください。 

②  ロケーションコードは、ＧＬＮの事業者コードの貸与を受けた事業者が、社内管理

上必要な単位で設定される社内コードの単位ではなく、企業間取引で識別する必要の

ある単位で設定してください。設定のレベルは、店舗や建物レベルまでとします。 

 

（注）ロケーションコードを、店舗の売り場別や通路別、倉庫などの棚別レベルで

設定した場合、頻繁な変更が想定され、変更の都度、取引先に連絡しなけれ

ばならず、管理が煩雑となるのが、その理由となります。小売業に対し店舗

別通路別納品を行っている場合でも、部門コードなどの補助コードと組み合

わせることで、店舗別通路別納品が行えるような運用を行ってください。 

 

③ ロケーションコードは、企業間取引における受発注、物流、代金決済業務などにおい

て、業務上識別する必要のある単位で設定するものであり、必ずしも、部門ごと、店

舗や営業所ごと、物流拠点ごと、決済用・受発注用・物流用に別々に設定しなければ

ならないものではありません。 

 

＜例 1＞ 東京本社と大阪支社があるが、決済は本社一括の場合は、決済用ＧＬＮは本

社のみで設定します。 

＜例 2＞ 営業所に倉庫が隣接されており、受発注や物流、決済を一括で行っている場

合、受発注用・物流用・決済用のＧＬＮを別々に設定する必要がなければ、

営業所のみで設定します。 
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＜例 3＞ 同一敷地の倉庫内が汎用区画と専用区画に分かれており、企業間取引上、分

けて識別する必要がある場合は、汎用区画用のＧＬＮと専用区画用のＧＬＮ

を別々に設定します。 

 

④  ロケーションコードは、階層構造等は持たせず、また、分類などの意味付けをせず

に、順次に設定してください。 

 

（注）組織変更等により階層構造そのものが変動するため、管理が煩雑になり、設

定可能ロケーションコード数が制限されてしまうのが、その理由となります。 

 

⑤  一度設定したロケーションコードは、使用されなくなった後も、最低 4 年間、他の

ロケーションには設定できません。 

 

（注）取引先のマスタ更新状況によっては、エラーが生じる可能性があることなど

が、その理由となります。 

 

(2) ロケーションコード設定の適用業務別一般基準 

ＧＬＮは、企業間取引における業務上、識別せざるを得ない単位で設定するものであり、

必ず受発注用・物流用・決済用に別々に設定しなければならないものではありません。 

 

【受発注業務】 

企業間取引において、受発注業務を行う単位でＧＬＮを設定する必要のある場合に、必

要な単位でロケーションコードを設定します。 

 

＜例 1＞ 本社と支店、営業所が取引先に対して別々に受発注業務を行っており、企業

間取引上、個別に識別する必要のある場合は、別々のロケーションコードを

設定します。 

＜例 2＞ 食品部と医薬品部など取扱商品で受発注業務が異なっており、企業間取引上、

個別に識別する必要のある場合は、部門単位でロケーションコードを設定し

ます。 

＜例 3＞ 受発注システムのネットワーク・アドレスなども、必要な場合、ＧＬＮ設定

対象となります。 
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【物流業務】 

企業間取引において、仕入や納品、返品などの物流業務を行う単位でＧＬＮを設定する

必要のある場合に、必要な単位でロケーションコードを設定します。 

 

＜例 1＞ 取引先から物流拠点ごとに別々に納品される場合は、物流拠点単位でロケー

ションコードを設定します。 

＜例 2＞ 同一敷地内であれば、原則的にはロケーションコードは分けられませんが、

同一敷地内であっても常温倉庫と冷凍倉庫、汎用センターと専用センターの

ように、企業間取引上、識別が必要な場合は、ロケーションコードを分ける

こともできます。 

 

【代金決済業務】 

企業間取引において、代金決済業務を行う単位でＧＬＮを設定する必要のある場合に、

必要な単位でロケーションコードを設定します。 

 

＜例 1＞ 本社と支店、営業所が取引先に対して別々に決済業務を行っており、個別に

識別する必要のある場合は、別々のロケーションコードを設定します。 

＜例 2＞ 食品部とアパレル部など取扱商品で代金の決済方法が異なり、個別に識別す

る必要のある場合は、部門単位でロケーションコードを設定します。 

＜例 3＞ 同一取引先において決済日や決済期間などの支払い条件が異なる場合、必要

に応じて、別々のロケーションコードを設定します。 

 

(3) 新しいロケーションコードを設定する場合 

【業務種別にかかわらない全般的な考え方】 

① 既存の建物に加え、新しい建物を購入、又は、建築し、使用するようになった場合で、

かつ、企業間取引において認識が必要な場合は、新しいロケーションコードを設定し

ます。 

② 既存の建物や敷地の外の新しい場所へ移転する場合など、地番が変更になる場合は、

新しいロケーションコードを設定します。但し、受発注用のＧＬＮや代金決済用のＧ

ＬＮなどにおいて、地番の変更が取引相手に対して影響が少ない場合は、同一（既存）

のロケーションコードを継続使用できます。 

  （注）当該場所に供給し取引を行うサプライチェーン上の取引相手に大きな影響 

があり、新しい場所を、その企業と効率的に取引を行うために、別個に 

識別する必要がある場合、新しいロケーションコードを設定します。 
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【物流業務】 

①  物流拠点用のＧＬＮにおいて、法的な理由、業界特有の理由、業務上、又は社内プロ

セスの理由などにより、同一建物内を区分して別々に識別しなくてはならなくなった

場合は、取引先との合意に基づき、新しいロケーションコードを設定することができ

ます。 

（注）常温エリアと冷蔵エリア、汎用センターと専用センターなどを別々に識 

別しなくてはならない場合、それぞれのＧＬＮが設定されていれば、事 

前通知により、別々に納品することができます。 

 

② 複数の荷主企業が、３ＰＬ事業者などの保有する一つの倉庫に、区画を区切って入居

し、業務を委託するようになった場合は、荷主企業毎に各社で、新しいロケーション

コードを設定します。 

（注）管理目的上、また各企業の取引相手の混乱を防ぐためにも、新しい 

ロケーションコードが必要です。倉庫の保有側、業務を委託される側 

は、必要に応じて、区画ごとに設定します。 

 

【代金決済業務】 

一般取引のための決済口座とは別に、催事取引のための決済口座を設ける必要が生じ

た場合は、新しいロケーションコードを設定することができます。 

   （注）企業間決済業務上、一般用口座と催事用口座を個別に識別する必要があり、 

個別にロケーションコードを設定しなければ、決済業務の効率性に影響が 

及ぶ場合は、新しいロケーションコードを設定することができます。 

 

 

(4) 新しいロケーションコードを設定する必要がない場合 

 

【業務種別にかかわらない全般的な考え方】 

①  建物内の別の階への移転、同一敷地内の別の建物への移転など、地番が変更にならな

い場合は、取引相手との間で、階毎や棟毎に識別する必要がある場合を除いて、同一

（既存）のロケーションコードを使用します。 

（注）住所の小さな変更は、取引相手に対する影響が少ないため、取引相手に 

対して業務連絡を通して伝達可能であるため、新たなロケーションコード 

の使用は不要です。 

 

② 物理的な場所は変わらないが、郵便番号や市町名の変更があった場合も、同一（既存）

のロケーションコードを使用します。 

（注）物理的な場所は変わらないため、取引相手の使用する郵便番号の新旧 

によって影響はなく、新しい郵便番号は、属性の変更として伝達可能で 
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あるため、新たなロケーションコードの使用は不要です。 

③ 設定済みのロケーションコードにおいて、窓口担当の電話やＦＡＸ番号などの詳細情

報に変更があった場合、その変更内容を取引相手に連絡し、同一（既存）のロケーシ

ョンコードを使用します。 

（注）この変更による、サプライチェーン上の取引相手に対する影響は少なく、 

詳細情報の変更は、ＧＬＮの属性情報の変更として伝達可能であるため、 

ロケーションコードそのものは変更しません。 

 

 

【物流業務】 

①  冷凍倉庫あるいは冷凍場所が、ドライ商品のみを受け入れるようになった場合や、食

料品店が薬店に変わった場合など、取引相手やトレーサビリティの要件に影響を及ぼ

すような、部門や仕様の大幅な変更のあった場合でも、同一（既存）のロケーション

コードを使用します。 

（注）このような変更は、取引先に対し影響はありますが、取引関係 

に影響はなく、この変更内容は全ての関係者に伝達可能である 

ため、新たなロケーションコードの使用は不要です。 

 

② 物流拠点用のＧＬＮにおいて、納品及び輸送条件や、納品計画、納品回数やタイミン

グなどの納品予定条件や、営業時間、稼働時間、稼動日などの設備仕様や、輸送戦略、

安全在庫ルールなどの管理基準に変更がある場合でも、同一（既存）のロケーション

コードを使用します。 

    

（注）サプライチェーン上の既存の取引相手に対してすぐに影響はなく、 

詳細情報の変更は、属性情報の変更として伝達可能であるため、 

ロケーションコードそのものは変更しません。 

 

【代金決済業務】 

① 決済用ＧＬＮにおいて、支払い日、値引き条件など、支払い条件に変更があった場合

も、同一（既存）のロケーションコードを使用します。 

② 決済用ＧＬＮにおいて、種別、金額など、販促協賛金の支払い条件に変更がある場合

も、同一（既存）のロケーションコードを使用します。 

③ 決済用ＧＬＮにおいて、銀行名、口座番号など、銀行に関する情報に変更がある場合

も、同一（既存）のロケーションコードを使用します。 

（注）以上のような変更情報は、取引相手に対して業務連絡を 

通して伝達可能なため、ロケーションコードそのものは 

変更しません。  
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3-3 チェックデジットの計算方法 

チェックデジットとは、コンピュータシステムによる読み誤りを防ぐために、コードの下１

桁に付けられる数値のことです。ＧＬＮのチェックデジットの計算方法は、モジュラス 10 方式

です。以下に計算例を示します。 

【計算例】 ＪＡＮ企業コード（９桁）を使用したＧＬＮが  

４５６９９５１１１０２５ ？ の場合 

 企業コード 
ロケーション

コード 

チェック 

デジット 

ＧＬＮ 4 5 6 9 9 5 1 1 1 0 2 5 ？ 

 桁番号 13  12 11  10  9   8  7  6  5  4  3  2 1 

偶数桁位置   5 + 9 + 5 + 1 0 + 5  

奇数桁位置 4+ 6 + 9 + 1 + 1 ＋ 2  

 

① 求めるチェックデジットを１桁目として、右端から左方向に｢桁番号｣を付けます。 

② ｢偶数桁位置｣に当たる数字をすべて加算します。     5+9+5+1+0+5＝25 

③ ②の計算結果を３倍します。                 25×3＝75    

④ ｢奇数桁位置｣に当たる数字をすべて加算します。    4+6+9+1+1+2＝23 

⑤ ③と④の答えを加算します。                            75+23＝98 

⑥ ⑤の答え「98」の下１桁「8」の数字を 10 から引きます。    10-8=２         

⑦ ⑥で得られた数値「2」がチェックデジットとなります。 

 

※ ⑤の答えの下１桁が「0」となった場合は、チェックデジッットは「0」となります。 

 

当センターのホームページに、チェックデジットの自動計算ソフトが掲載されていますので

ご利用ください。 
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3-4 ＧＬＮデータベースへの登録関係 

3-4-1 ＧＬＮデータベースの登録 

ＧＬＮの事業者コードを登録している事業者は、ＧＬＮデータベースに次の事項を、

別冊の「ＧＬＮデータベースへの登録手順」に従って、登録する必要があります。 

1 ＧＬＮ（ＧＬＮの事業者コード＋ロケーションコード＋チェックデジット：１３桁） 

2 名称（ロケーションコードを設定した事業所などの名称） 

3 所在地（郵便番号を含む上記当該事業所の所在地） 

4 用途（受発注、物流、決済などによってロケーションコードを変える場合のみ、 

登録します） 

3-4-2 ＧＬＮデータベース登録事項の公開 

     登録された次の事項は、ＧＬＮの利用を促進するために、センターのホームページ 

等に公開されます。 

 

1 ＧＬＮの事業者コード 

2 名称（ロケーションコードを設定した事業所の名称） 

3 所在地（郵便番号を含む上記当該事業所の所在地） 

     4 用途 

 

3-4-2 ＧＬＮデータベースの変更、削除 

     登録されたＧＬＮデータベースの事項に変更があった場合又はデータベースを使用 

しなくなった場合は、データベースの登録内容変更申請又は削除申請が必要です。 

別冊の「ＧＬＮデータベースへの登録手順」に従って手続きして下さい。 
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本書における主な用語の解説 
 

ＧＬＮ (ｼﾞｰｴﾙｴﾇ) 

G
．

lobal L
．
ocation N

．
umber の略称で、ＧＳ１事業者コード（ＪＡＮ企業コード）、ロケーションコー

ドおよびチェックデジットの 13 桁で構成される事業者や事業所等を識別するコードのこと。 
 

ＧＳ１事業者コード（ＪＡＮ企業コード） 

国際流通標準化推進機関であるＧＳ１が管理する国際事業者識別コード。ＧＳ１事業者コード（Ｊ

ＡＮ企業コード）は､９桁または７桁の２種類である。ＪＡＮコード、ＧＬＮ事業者識別コードとし

て使用できる。 
 

ロケーションコード 

ＧＬＮのコード体系においてロケーションを表す部分。ＧＳ１事業者コード（ＪＡＮ企業コード）

の貸与を受けた事業者自らが、企業間取引で区分する必要のある単位で設定するコード。 

 

チェックデジット 

コンピュータシステムによる読み誤りを防ぐために、コードの下１桁に付けられる数値。ＧＬＮの

場合は標準計算方式（モジュラス 10 方式）により算出する。 
 

ＧＬＮデータベース 

ＧＬＮ（13 桁）とその関連情報を公開する仕組み。登録事業者が自社の企業および所在地等の情報

をＧＬＮデータベースへ登録する。 

 

ＧＳ１ (ｼﾞｰｴｽﾜﾝ) 

国際的な流通標準化推進機関。（旧国際ＥＡＮ協会）加盟国の組織名も GS1○○の呼称に統一してい

る。（日本は GS1 Japan） 
 

ＪＡＮコード 

ＪＡＮは J
．
apanese A

．
rticle N

．
umber の略称で、GS1 が管理する 13 桁（標準タイプ）及び 8 桁（短

縮タイプ）の共通商品コードのこと。 
 

ＧＴＩＮ (ｼﾞｰﾃｨﾝ) 

G
．

lobal T
．
rade I

．
tem N

．
umber の略称。EDI などで商品を識別するための国際標準の商品識別コード

の総称。GS1 が 2005 年から普及促進を開始した。従来からの JAN コードや集合包装用商品コード

（ＩＴＦ）を包含し、14 桁であらゆる荷姿の商品を識別できるようにしたもの。 
 

事業者 

法人企業、団体、行政機関、個人など一定の目的に基づいて経済的又は社会的活動を行う者をいう。 
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